
美浜発電所３号機主復水配管取替工事に係る不適切な取扱いについて
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原因と対策

直接的な原因と対策

本質的な問題に対する原因究明と再発防止対策

不適切な取扱い 再発防止対策本質的な問題

ａ．「不適合品処理シート」の発行などルールに基づく行為は行われていたものの
　 　不十分であり、品質保証の基本に立ち返った対応ができていなかった。

ｂ．「不適合品処理シート」の具体的な記入方法や訂正方法などが明確でなかった。

ｃ．フォローアップ監査の要否について、適切な判断が行われていなかった。

ａ．原子力事業本部長から各副事業本部長・各発電所長に対し、
　　　注意喚起および厳正な品質管理活動を行うよう再徹底。

ｂ．「不適合品処理シート」の具体的な記入方法や訂正方法な
　　　どについてのルール化と周知徹底。

ｃ．フォローアップ監査の要否についての判断基準の明確化と
　　　周知徹底。

対　　　策原　　　因

品質記録の

厳格な管理

に対する

認識が薄い

①
｢不適合品処理シート｣
の「是正処置の要否」
欄に○印を記入せず
に処理を完了した

▼品質記録は遺

漏なく作成し、

作成後は変更

して はならな

いといった原

則が組織的に

浸透できてい

な かった

○経営トップが、品質記録は遺漏なく
作成し作成後は変更してはならないと

いった根本原則をメッセージとして発信

し、品質保証の重要性について組織全

員に浸透させる。

○誰もが理解できる教材を提供し、　
品質保証の原則について、組織全員
に浸透させる。

○「目的指向のルール」の考え方を加味
して社内文書体系を見直す。

③
｢不適合品処理シート」
の「是正処置の要否」
欄を適正な手続きなし
に訂正した

重大な問題に

対し会社組織

として対応が

できていない

▼三菱重工に対
する当社の監
査等の関与が
十分でなかっ
た

▼本質的な問題
点を見出すこ
とに対する組
織全般にわた
る認識が低かっ
た

▼原子力事業本
部の重要な活
動について、
原子力事業本
部以外の目で
チェックする仕
組みがなかっ
た

【調達管理】

○三菱重工に対し厳重注意文書を発信
するとともに、今回の問題を経営　
の問題としてとらえ、根本原因にさか

のぼって対策を立案するよう強く要請し
た。

○そのうえで、三菱重工の再発防止　
対策について業務プロセスに踏み込
んで、品質保証の観点から厳格な特別

監査を行う。

【情報共有化、発電所支援体制】

②-1
三菱重工の再発防止
を了承した
（三菱重工の是正処
置に対する指摘が不
十分だった）

○「是正処置プログラム（ＣＡＰ） ※」を　
組織的に行うとともに、発電所と原子

　 力事業本部で情報を共有化する。

※ＣＡＰ＝ＣorrectiveＡctionＰrogram
発電所内で日常的に発生する不適合について、発電所長以下で情報共有し、是正処理を行うしくみ。

○原子力事業本部移転の効果把握と、
発電所支援をより強固に推進できる
組織、体制とする。

○日常業務を通じたコミュニケーションに
より、品質保証の重要性についての認識
を深める。

○原子力事業本部の不適合管理、是正
処置を、発電所に常駐する品質・安全
監査室員がモニタリングする。

【品質・安全監査機能】

工事
ｾﾝﾀｰ

これまでの経緯

２月 ２日 三菱重工高砂製作所で、誤って取り付けたエルボを正規の状態に戻す
ことなくエルボの刻印を打ち替えた。

８日 三菱重工から当社に対し、不適合（エルボの誤った取り付け、刻印の
打ち替え）の原因、処置内容、再発防止対策の報告があり、当社は
了承した。

（三菱重工がとった是正処置に対する当社の指摘が不十分だった）

１６日 美浜発電所で、「不適合品処理シート」の「是正処置の要否」欄に○印を
記入せずに処理を完了した。

３月３１日 三菱重工からの是正処置（再発防止対策）完了報告に伴い、美浜発電所
の品質管理責任者が「是正処置シート」のフォローアップ監査の要否を
「否」として処理を完了した。

（三菱重工に対して会社として適切な改善要求ができていなかった）

１０月 ５日 当社検査員が、「不適合品処理シート」の「是正処置の要否」欄に○印
がないことを確認。
過去に担当していた検査員に問い合わせ、適正な手続きなしに訂正した
（「否」に○印をつけた）。

１１月 ３日 溶接安全管理審査の過程で、今回の「不適合」があったことについて
原子力事業本部が初めて把握した。

（原子力事業本部は自ら問題を発見し適切に対応することができ
　なかった）

原因究明

（平成１７年）

美浜３号機事故再発防止に
係る行動計画の強化、充実

②-2
三菱重工に対するフォ
ローアップ監査を不
要と判断した

②-3
溶接安全管理審査の
過程で、今回の「不
適合」があったことに
ついて、原子力事業
本部が初めて把握し
た。
（原子力事業本部は
自ら問題を発見し適
切に対応することが
できなかった）

No. 1:経営計画における「安全最優

先」の明確化と浸透

No. 2:経営層による現場第一線への

経営計画の浸透

No. 3:原子力事業本部運営計画策定

についての対話

No.17:法令、品質保証、保全指針な

どの教育の充実

No.21:業務のプロセス監査の継続実

施および改善

No. 8:発電所支援の強化と保守管理

要員の増強および実施後の評

価

No.22:品質・安全監査室の若狭地域

への駐在

②-1

①

②-2

③

②-3




